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 接骨院・整骨院の利用には、病院等の治療と同じように健康保険がきくわけではありません。保険がきか
ない施術を受けた場合は全額自己負担となります。利用の際には、以下のポイントにご注意ください。 

１ 健೨保険の利用೧ 

【使用が認められる場合】 

外ം性が明らかな負ം 
○ ねんᅥ・打ො・離れ 
○ 医師指示による ീ・ひび・Ⴛ手当 
    (応急処置は医師同意不要） 

【使用が認められない場合】 
 

× 医師同意のないീ・Ⴛの施術 
× 日常生活による൙労・๛こり 
× スポーツによる൙労 
× 神経൱・リウマチ・五十๛などによる൱み 
× 医療機関で治療中のもの 
× 後遺ඪなどのཿ性ႈ೩ 
× 仕事中や通ඐಥ上の負ം 

２ 治療を受けるときのチェックポイント 

□ 署名するとき、療ു費支給申請書の内容を確認しましたか？ 
   内容を良く確認し、申請書に署名またはᔩ印。氏名・住所・郵便番号・電話番号をພれず記入。 
□ 受൧日や治療内容をメモしておきましょう。 
   治療を受けた部分、支払った額などをメモしておく。 
□ 領収証を受け取りましたか？ 
   領収証は無料発行（明細書発行は有料の場合あり）。受診日ごとに領収証をもらって保管。 
□ 「医療費のお知らせ」と領収証の内容をස合しましょう。 
   健康保険組合から発行される「医療費のお知らせ」に記載の内容と領収証を照合。 
   （いつ？ၴが？どこで？何月？何回？いくら？） 
 

厚生労働省より、ฑ道整復師の施術の療ു費の適正化について、全国的に請求審査の強化が求められています。 
不正請求ಉを防ぐため、被保険者の様に治療内容や受൧の原因などをස会させていただく場合があります。 
ස会文書がお手元にඍきました場合には、速やかにご回答を返送ください。 
様の健೨保険料を適正に使用するため、適切な受൧にご理解・ご協力をおൢいいたします。 
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 セルフメディケーション税制について 
 市販薬の購入にあたっては、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を受けることができます。
対象の市販薬を12,000円以上購入した場合、確定申告をすることによって減税が受けられる制度です。 
 ሇし、セルフメディケーション税制と医療費控除は同時に利用することができません。セルフメディケー
ション税制は市販薬の購入が多かった方向けの制度ですので、医療機関を多く利用した方は医療費控除をご検
討ください。 
 

対象となる市販薬 
 対象となるのは、主に医療用から転用された医薬品です。対象市販薬のパッケージには識別マークが記載
されています。レシートにも、各店๘が定めた任意の目印が表示され、セルフメディケーション税制対象商品
である຺のコメントが印字されています。 
 

申告に必要なものは  
①対象となる医薬品を購入した際のレシートまたは領収書 
 ・令和２年１月１日～１２月３１日分 
 ・合計12,000円以上  
②以下のいずれかを受けた際の結果通知表または領収書 
 特定健診、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 
 ＊これらを受診されていない方は、セルフメディケーション税制を受けることができません。 
  
【参考】セルフメディケーション税制について 
 ⇒ 国税庁のサイト 
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm 
 

 ⇒  厚生労働省のサイト 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html 

医療費控除とは、その年の1月1日～12月31日までの間に支払った医療費が１０万円を超えた額を確定申
告することで、最高２００万円まで所得控除が受けられる制度です。これにより、払いすぎていた所得税が
還付されたり、โ年の住民税が減額されます。医療費は本人の分だけでなく、生計を共にする配၉者や親族
の医療費も合算して申告することができます。 

申告者本人が様式に沿って作成した「医療費控除の明細書」もしくは健康保険組合が発行する「医療費通
知（当健保での名称は『年間医療費のお知らせ』）」の原本を付して申告することが必要です。医療費の
領収書は、税務署からの提示を求められたときのため、手元に５年間は保管しておく必要があります。 

 
 

【参考】医療医ඓ除について 
国税庁のサイト 
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm    
 

 

医療費通知には、健康保険の請求事務の都合上、直近２ヶ月ほどの内容は反映されません。反映されない
部分につきましては、「医療費控除の明細書」を作成し領収書を保管しておく必要があります。交通費など
医療費通知に記載されないものも同様となります。 

    
★医療費控除申告のため、令和２年１月～１１月分の医療費総額が掲載された「医療費通知 
 (年間医療費のお知らせ）」の発行をご希望の方は、健康保険組合までご連絡ください。 

 医療費ඓ除について 
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 「医療費のお知らせ」について 

健康保険組合では、健康保険制度をよりご理解いただくため、１件につき一ヶ月の医療費総額が10,000円
以上かかったものについて、３ヶ月ごとに、「医療費のお知らせ」を作成し、被保険者の方にお送りしていま
す。（2020年度は、新型コロナ感染症拡大に伴う緊急事態宣言の影響により、６月配布分は９月配布分と一
括してお送りしました。） 

「医療医のお知らせ」や医療機関からの領収書には、かかった医療費の総額と医療機関窓口で支払った自己
負担額が記載されています。医療費のうち、自己負担額以外は、全て健康保険組合から医療機関に支払われて
います。 

健康保険組合では、様からお支払いいただく健康保険料をこうした医療費の支払いに充てています。様
からの健康保険料を適正に使用するためにも、医療費のチェックをお願いいたします。万が一、差異がありま
したら、健康保険組合にご相談ください。 

 
＜医療費チェック＞ 
●医療機関から受領の領収書と「医療費のお知らせ」の支払い額をස合 
●受൧月、受൧日数を確認 
 
༌、医療費ඓ除に使用できるのは、本２ページに記ൗの「医療費通知（年間医療費のお知らせ）」になり

ます。 

新型コロナウィルス感染症の流行の影響により、今年度は対面を避け、オンラインにて健康セミナーを開催
しております。 

第２回は、去る11月20日（金）、ヨガインストラクターの橋本理恵先生による「自宅から参加できるオンラ
インヨガ」として、zoomを利用した双方向ライブ配信によりおこないました。当日は、ヨガ姿勢の見本を示
していただきつつ、詳細にレクチャーをいただきました。大変好評で、参加者の方々からは、次のようなお声
をいただいております。 

 
 
・講師の先生の説明がわかりやすかった。 
・在宅勤務でかたまってしまっている身体がのびてほぐれました。よく༒れそうです。 
・久しぶりに身体を動かし、すっきりしました。 
・講師の先生の声にႩされました。 
・また、参加したいと思います。 
 

 
運動不足の解消に、また、コロナምで在宅勤務が続いている方

の気分転換に、と大いに役立ったようです。 
今後も、健康保険組合では、さまの心身の健康増進のため、

また運動習ຯを身につけるための契機として、健康セミナーを開
催してまいります。さま、どうぞご活用ください。 

 

第２回健೨セミナー 開ಈ報告（自宅から参加できるオンラインヨガ） 
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健保からのお知らせ・サービスのご案内等は
「おげんきですか」でご案内します。 
どうぞ毎号ご家族様でご༮ください。 
次号は令和3年4月1日発行予定です。 

 事務局からのおしらせ 

【ഥ和２年度の各種補助金・健೨表༟の受領期限：ഥ和３年３月末日】 
◎契約保養所利用補助金、婦人科検診・脳ドックの補助金は、申請書類をご提出いただいたโ日以降、 
    ྖ時健康保険組合窓口で補助金を受け取ることができます。（学内便で提出された方も同様です。） 
    受領の際、領収書への押印が必要となりますので、申請後、まだ補助金の 
    受取りを済ませていない方は、保険証と認印（シャチハタ可）をご持参の 
    うえ、健康保険組合窓口までお越しください。 
    ３月末日までに受け取りにお越しにならない場合は、申請は無効となって 
    しまいますのでご注意ください。 

◎今年度春に健康表༟記念品のご案内を受け取っている方は、ご案内の通知 
  と保険証、認印（シャチハタ可）をご持参のうえ、３月末までに健康保険 
    組合窓口まで受取りにお越しください。 
 

※池袋キャンパスに来ることが難しい方は、お早めに健保までご連絡ください。 

【進学・職などによる౮動のඍ出】 
 ３月～４月にかけて、就職・退職などにより、ჰ養に関係するご家族の異動が多くなる時期です。 
立教学院健康保険組合では、各校の人事担当者経由で被ჰ養者の異動情報を確認し、異動の手続き・保険
証の新規発行などを実施しております。以下のようなことがありましたら各校人事への届出が必要です。

手続きが必要かどうかわからない場合は、健康保険組合にお問い合わせください。 
  
 ●お子さんが就職して、就職先の健康保険組合の被保険者となったとき。 
 ●父母の公的年金額等が被ჰ養者の収入の範囲を超えたとき。 
 ●結婚などにより、配၉者のჰ養に入るとき。配၉者をჰ養に入れるとき。 
 ●被ჰ養者の方がパート勤務等で働き、被ჰ養者の範囲を超える収入のとき。 

 
【 健೨保険組合 開室時間のご案内 】 

 

窓口対応時間 月～金：10時30分～15時30分（土、日、໑日：閉室） 
   

●お手続きの際には 
 健康保険組合窓口をご利用の際には、加入資格確認のため保険証をご提示いただけますようお願いいたしま 
 す。交付保険証を健康保険組合事務室にて受領（再交付を含む）の際には、運転免許証やパスポートなど、 
 公的本人確認書類をご提示いただいております。また、各種保健事業補助金（契約保養所利用補助金、婦人 
 科検診補助金、脳ドック補助金）の受給には、署名・ᔩ印 が必要となります。印༓および保険証をご持参 
 のうえ、健康保険組合事務室にてお受け取りください。 
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